
静 県 薬 第 3 5 6 号 

令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 

 

各地域薬剤師会会長   様 

 

公益社団法人静岡県薬剤師会 

会長 岡 田 国 一 

 

 

令和６年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 
 

標題の件について、日本薬剤師会から別添写（令和６年８月２日付け日薬業発第 161 号）

のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

 つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、本通知は、当会ホームページ会員専用サイトに掲載しますので申し添えます。 

 

 

 

 

 

担当：静岡県薬剤師会事務局業務スタッフ；鈴木 

電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028 

E-mail：syokunou@shizuyaku.or.jp 

 



日 薬 業 発 第 16 1 号 

令 和 ６ 年 ８ 月 ２ 日 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

令和６年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正につきましては、令和６年

７月22日付け日薬業発第147号ほかにてお知らせしたところですが、今般、

厚生労働省保険局医療課より、通知等の一部訂正について連絡がありました

のでお知らせいたします（別添）。 

つきましては、貴会会員へご周知下さいますようお願い申し上げます。 

shizuyaku
写



事 務 連 絡 

令和６年７月 31 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和６年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 



事 務 連 絡 

令和６年７月 31 日 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 (部 ) 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和６年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 

 

下記の通知について、それぞれ別添１から別添４までのとおり訂正しますので、

その取扱いについて周知徹底を図られますよう、お願いいたします。 

 

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和６年３月５日保医発 0305 第４号）（別添１） 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和６年３月５日保医発 0305 第５号）（別添２） 

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和６年３月５日保医発 0305 第６号）（別添３） 

・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 

（令和６年３月 27 日保医発 0327 第５号）（別添４） 

 

manami-abe

　＜抄＞

manami-abe


manami-abe
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（別添１） 

 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

（令和６年３月５日保医発 0305 第４号） 

 

別添１ 

 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第５部 投薬 

第５節 処方箋料 

Ｆ４００ 処方箋料 

(16) 「注８」において、「直近３月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関

が、調剤報酬点数表「００」調剤基本料の４に規定する特別調剤基本料Ａを算定する薬局

であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等そ

の他の特別の関係を有する場合」とは、以下のいずれにも該当する医療機関が処方箋を交

付する場合をいう。 

ア 直近３月の処方箋を交付した回数が 12,000 回を超えること。 

イ 保険薬局(調剤点数表「００」の４に規定する特別調剤基本料Ａを算定しているものに

限る。)と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関であること。 

ウ 当該特別な関係を有する保険薬局の当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が

９割を超えていること。なお、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合について

は、特掲診療料施設基準通知の第 88 の２の２の（３）の取扱いに準じる。 

  



(別添４) 
 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 

（令和６年３月 27 日保医発 0327 第５号） 

別添１ 

 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保険発第 82 号）の 

一部改正について 

 

 

別紙１ 診療報酬請求書等の記載要領 

 

Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項 

第１ 調剤報酬請求書に関する事項（様式第４） 

１ 「令和 年 月分」欄について 

調剤年月又は外来服薬支援料１、服薬情報等提供料３若しくは退院時共同指導料を算定した年月

（以下「調剤年月等」という。）を記載すること。したがって、調剤年月等の異なる調剤報酬明細

書（以下「明細書」という。）がある場合には、それぞれの調剤年月分等について調剤報酬請求書

を作成すること。なお、調剤年月等の異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ事由

による請求遅れ分については、この限りではないこと。 

 

第２ 調剤報酬明細書の記載要領（様式第５） 

２ 調剤報酬明細書に関する事項 

(14) 「保険医療機関の所在地及び名称」欄、「都道府県番号」欄、「点数表番号」欄及び「医

療機関コード」欄について 

処方箋を発行した保険医（以下「処方医」という。）が診療に従事する保険医療機関の

所在地、名称、都道府県番号、点数表番号及び医療機関コードを処方箋に基づいて記載す

ること。また、外来服薬支援料１、服薬情報等提供料３及び退院時共同指導料に係る明細

書については記載しないこと。 

なお、電子計算機の場合は、例外的に所在地及び名称をカタカナで記載しても差し支え

ないこと。 

(15) 「保険医氏名」欄について 

処方医である医師又は歯科医師の姓名を記載すること。 

なお、同一医療機関で同一患者に対し、異なる医師又は歯科医師が処方箋を発行した場

合には、当該欄に当該処方医の姓名を１の項から順番に記載すること。処方箋を発行した

医師又は歯科医師の数が 10 人を超えた場合は、「摘要」欄に１１以降の番号を付して医

師又は歯科医師の姓名を記載すること。また、外来服薬支援料１、服薬情報等提供料３及

び退院時共同指導料に係る明細書については記載しないこと。 

なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひ

らがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には



姓と名の間にスペースをとること。 

 

(21) 「処方」欄について 

サ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第２条第 15 号に基づき、長

期収載品を選定療養として調剤した場合は、当該医薬品名の後に「（選）」を記載し、所定単

位につき、選定療養に係る額を除いた薬価を用いて算出した点数を記載すること。 

〔記載例〕 

●●●錠（選） １錠 

△△△錠 １錠 １７×５ 

また、長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合は、理由につい

て、別表Ⅰに示す項目を参照して記載すること。 


